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令和８年６月

４月以降、名駅周辺で集団でウイリー走行等する
自転車（マウンテンバイク）が目撃されています。

スマホ二人乗り並走 一時不停止

↓下記の行為も道路交通法違反です↓

ウイリー走行は、安全運転義務違反(反則
行為)として、反則金(6,000円)の対象
となります。


